
将来の総人口、少子高齢化率の推移 
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一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移 
（兆円） 

一般会計歳出 

一般会計税収般会計税収

建設公債発行額 

特例公債発行額

（年度）

特例公債発行額

（財務省公表資料を元に作成） 

※平成20年度までは決算、21年度は第2次補正後予算、22年度は当初予算による。 
※平成2年度は、湾岸地域における平和回復活動を支援するための財源を調達するための臨時特別公債を約1兆円発行。 

（年度） 

2 



（兆円）

公共事業関係費の推移 

（兆円） 

（（補
正
）  

 

（当
初

△△38.3%38.3%  

初
） △△18.318.3％％  

（年度） 
平成 

※平成２１年度は、平成２０年度で特別会計に直入されていた 「地方道路整備臨時交付金」相当額（６８２５億円）が 

  一般会計計上に切り替わったため、見かけ上は前年度よりも増加（＋５．０％）しているが、この特殊要因を除けば△４．５％である。 ３ 



政権交代後、国土交通行政を大胆に転換するべく国土交通省が大きく舵を切ってから初めて作成する重要政策集。 
国土交通政策全般の目指すべき方向性を示すとともに 特に今年度から来年度にかけて 重点的に取り組もうとしている具体的な政策を網羅

重点的に取り組むべき具体的な政策を網羅した国土交通省政策集２０１０の概要 

国土交通政策全般の目指すべき方向性を示すとともに、特に今年度から来年度にかけて、重点的に取り組もうとしている具体的な政策を網羅。

Ⅰ 国土交通行政の大変革  

我が国の今後の成長につなげていく施策として、国土交通省成長戦略会議提言（5月17日）を位置付けるとともに、限られた財政資源を有効に活用するため、社会 
資本整備等に関する施策を大胆に見直し。また、急速な高齢化等の社会変化を踏まえ、交通基本法の制定と関連施策の充実による地域の活性化を実現。

１．我が国の成長・活力を牽引する主要施策  

・国土交通省成長戦略会議からの５分野の提言を、 
国土交通省の政策として位置付け

２．社会資本インフラ関連制度の抜本的見直し  ３．交通基本法の制定と関連施策の充実      

・移動する権利を位置付けるとともに、今後の交通に関する 
基本理念を定める交通基本法の制定と関連施策の充実を

・真に必要なインフラ整備が戦略的かつ重点的に進め 
られる姿の実現  国土交通省の政策として位置付け。 

・我が国経済が成長している姿の実現。 

○「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換 

○高速道路の整備のあり方、料金施策 

○「空港整備の無駄を廃し、真に必要なものに注力する」 

   ための空港整備勘定の抜本的見直し 

基本理念を定める交通基本法の制定と関連施策の充実を 
  図り、総合的な交通体系を実現。 
 

○国際展開・官民連携（ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ、PPP/PFIの推進等） 

○航空（ｵｰﾌﾟﾝｽｶｲの推進、空港経営の効率化等） 

○観光（3,000万人プログラム、休暇取得の分散化等） 

○地域鉄道、地方バス、離島航路、離島航空路の維持・充実 

○都市鉄道の利便性向上        等 

 られる姿の実現。

○国際コンテナ・バルク戦略港湾の選択と集中、港湾経営 

   の民営化、重要港湾の重点化等 

○社会資本の戦略的維持管理 

○PPP/PFIの推進 

○社会資本整備重点計画の見直し           等 

４．規制・制度改革                  

・我が国の成長を牽引するため、規制・制度の見直しを実施 

○住宅・都市（大都市の国際競争力強化、住宅市場の 

  活性化等） 

○海洋（港湾力、海運力の発揮等） 

Ⅱ 環境・暮らし関連政策   Ⅲ 安全・安心、セーフティネット関連政策 

政府全体で取り組んでいる地球温暖化対策について、運輸分野、住宅・建築物分野、
都市分野等における対策を進め、温室効果ガスの削減目標達成に貢献。 

国土交通省の重要な任務である国民の生命と財産を守り、真に豊かで活力
ある社会を構築する前提となる我が国の安全・安心を実現。 

また、自然共生施策の推進や豊かな生活空間を実現。 

○国土交通省の地球温暖化対策（中長期目標の達成に向けて） 

  ・自動車単体対策、交通流対策、物流の効率化、公共交通の利用促進、住宅・建築物 

   の省エネ対策、低炭素都市づくり等を推進 
 

○生物多様性条約COP10を踏まえた自然共生施策の推進

○地球温暖化への先進的な取り組み（水害・土砂災害対策等） 

○自然災害に対する危機管理体制の充実・強化 

○公共インフラの耐震性向上 

○民間賃貸住宅入居者の居住の安定確保の推進 

○地域に即した重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット構築の支援

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

○生物多様性条約COP10を踏まえた自然共生施策の推進
 

○豊かな暮らしの実現 

 ・良好な景観や歴史的町並み、都市のみどりの保全・形成による豊かな生活空間の実現 

 ・条件不利地域の自立・活性化への支援 

 ・バリアフリー政策    等 

○地域に即した重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット構築の支援

○昇降機等の安全対策 

○運輸安全マネジメントなど運輸部門における安全対策 

○国際海上コンテナの陸上輸送の安全確保 

○海上保安体制の充実・海上輸送の安全の確保  等 
４ 



【事業評価の目的】 ＜事業評価の新たな取り組み＞

国土交通省所管の公共事業評価と実施要領改定の概要 

 公共事業の効率性及びその実施過程の  
透明性の一層の向上を図る 

【事業評価の位置付け】 

○都道府県・政令市への意見聴取の導入 
  直轄事業等の新規事業採択時評価及び再評価について、地方負担の負

担者である 都道府県・政令市等からの意見を聴く。 
【（新規事業採択時評価）H21 12 24実施要領改定】

 政策評価法（平成14年4月1日施行）に 
おける政策評価制度の一環  

全ての公共事業について各事業毎の事業

【（新規事業採択時評価）H21.12.24実施要領改定】
  【（再評価）H22.4.1実施要領改定】 
 

○第三者による事前審査の充実 
直轄事業等の新規事業採択時評価について 学識経験者等の第三者から 全ての公共事業について各事業毎の事業

評価マニュアル等に基づき事業評価を実施 

（維持・管理、災害復旧に係る事業等を除く）  
○ 新規事業採択時評価（平成10年度～）  

 直轄事業等の新規事業採択時評価について、学識経験者等の第三者から
構成される委員会等の意見を聴く。事業評価監視委員会等の資料を検証 
可能なものに改善する。 【H21.12.24実施要領改定】 

 

○国会審議へ資するための取り組み
○ 再評価（平成10年度～） 
○ 事後評価（平成15年度～） 

【評価結果の積極的な公表】 

  直轄事業等については、１月末までを目途に新規事業採択時評価および
再評価を実施し、評価結果を公表する。 【H21.12.24実施要領改定】 

 

○再評価実施時期の短縮 
事業 後 年継続 評価とな る規定を 年継続 短縮 事業化後、１０年継続で１回目の再評価となっている規定を５年継続に短縮

にするほか、直轄事業等に関する実施サイクルを５年から３年に短縮する。 
【H22.4.1実施要領改定】 

 

・平成12年度より評価結果はインターネッ 
 ト等で公表 
 
・平成16年度より各事業評価の一連の経緯

従  前 改  定(H22.4.1)    
・平成16年度より各事業評価の一連の経緯
 が一目で分かるよう、費用便益分析などの  
 バックデータを含め、事業評価カルテとし 
 て一括整理、インターネットで公表 

 公共事業 <直轄事業等、補助事業等> 

 5年未着工・10年継続・5年毎 

<直轄事業等> 

   3年未着工・5年継続・3年毎 

<補助事業等> 

5年未着工 5年継続 5年毎 
・平成20年3月より再評価を行う際の視点（投資 
 効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み、 
 コスト縮減等）を記載し公表内容を充実 

5年未着工・5年継続・5年毎 

その他施設費  3年未着工・7年継続・3年毎  3年未着工・5年継続・3年毎 

５ 



高齢期に入る社会資本 

建設後５０年以上経過する社会資本の割合

２００９年度 ２０１９年度 ２０２９年度 
道路橋 約８％ 約２５％ 約５１％

建設後５０年以上経過する社会資本の割合

路 約 約 約

河川管理施設（水門等） 約１１％ 約２５％ 約５１％ 
下水道管きょ 約３％ 約７％ 約２２％ 
港湾岸壁 約５％ 約１９％ 約４８％ 

施設ごとの長寿命化・老朽化対策の進捗率 
全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率（２００８年度）注１ 約４１％ 
下水道施設の長寿命化計画策定率（２００８年度）注２ 約４％ 

河川管理施設の長寿命化率（２００８年度）注３ 約１５％河川管理施設の長寿命化率（２００８年度）注３ 約１５％ 

港湾施設長寿命化計画策定率（２００８年度）注４ 約１３％ 

老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合（２００８年度）注５ 約５１％ 

（注） 
１ 全国の１５ｍ以上の道路橋について「長寿命化修繕計画を策定している橋梁箇所数／橋梁箇所数」 
２ 「長寿命化計画を策定した自治体数／耐用年数を経過した下水道管きょを管理している自治体数」２ 長寿命化計画を策定した自治体数／耐用年数を経過した下水道管きょを管理している自治体数」
３ 「長寿命化が図られた施設数／２００８～２０１２年度に耐用年数を迎える河川管理施設数」 
４ 「長寿命化計画を策定した施設数／重要港湾以上の主な係留施設数」 
５ １９６７年以前に設置された施設について「所要の機能が確保されている海岸保全施設の延長／海岸保全施設の延長」 

６ 



維持管理・更新費の推計 （平成21年度国土交通省試算） 

○ 国土交通省所管の社会資本を対象に 今後の維持管理・更新費について 次の２通りのケースを想定し推計○ 国土交通省所管の社会資本を対象に、今後の維持管理・更新費について、次の２通りのケースを想定し推計。 
   ケース１： 従来通りの維持管理・更新をした場合 
   ケース２： 予防保全の取組みを先進地方公共団体並みに全国に広めた場合 

ケ ス２ 
ケース１ 

（従来通りの維持管理・更新をした場合の推計） 

ケース２
（予防保全の取組みを先進地方公共団体 

並みに全国に広めた場合の推計） 

維持管理・更新費が投資可能総額を上回る年度 ２０３７年 ２０４７年 

2060年度までの間に更新できないストック量 
2060年度までに必要と試算された更新費 約190兆円のうち 

約３０兆円 
 

約６兆円 

ケ ケケース１ 
（従来通りの維持管理・更新をした場合の推計） 

ケース２
（予防保全の取組みを先進地方公共団体並みに全国に広めた場合の推計） 

維持管理・更新費が 
投資可能総額を上回る 

維持管理・更新費が 
投資可能総額を上回る 

年度 
（西暦） 

年度 
（西暦） 

○ 国土交通省所管の社会資本８分野（道路、港湾、空港、公共賃貸住宅、下水道、都市公園、治水、海岸）を対象に、2060年度までの維持管理・更新費を推計。 
○ケース２では、予防保全に先進的な取組みを行っている地方公共団体等にアンケート等を行い、予防保全を行うことによって変化する社会資本の耐用年数や 
  維持管理費を想定し、先進的な地方公共団体等と同じレベルまで予防保全が導入されると仮定して推計。 ７ 



社会資本整備重点計画の指標の例 
基幹ネットワークの整備に関する指標 
【三大都市圏環状道路整備率】【三大都市圏環状道路整備率】
実績値：５３％（平成２０年度）  →  目標値：６９％（平成２４年度） 

地方圏と東アジア地域等との直接交流の強化に関する指標 
【地方圏と東アジアとの港湾取扱貨物量】 
実績値：約２９０万TEU （平成１９年度）  → 目標値：約３４０万TEU （平成２４年） 

浸水被害の防止に関する指標

スーパー中枢港湾等の機能強化に関する指標 
【スーパー中枢港湾における港湾コスト低減率及びリードタイム 】 
・港湾コスト低減率 実績値：平成１４年度比２割弱低減（平成２０年度） → 目標値：平成１４年度比約３割低減（平成２２年度） 
・リードタイム     実績値：１日程度（平成２０年度） → 目標値：１日程度（平成２２年度） 

土砂災害の防止に関する指標 
【土砂災害から保全される人命保全上重要な施設数】 
実績値 約２ ３５０箇所（平成２０年度） → 目標値 約３ ５００箇所（平成２４年度）

浸水被害の防止に関する指標
【中枢・拠点機能をもつ地域で床上浸水の恐れがある戸数】 
実績値：約４９０万戸（平成２０年度） → 目標値：約２３５万戸（平成２４年度） 

実績値：約２，３５０箇所（平成２０年度） → 目標値：約３，５００箇所（平成２４年度）

国際航空のネットワークの強化に関する指標 
【大都市圏拠点空港の空港容量の増加】 
実績値： ５０．３万回（平成２０年度）（首都圏） → 目標値：平成１７年度（４９．６万回）比約１７万回増（首都圏） （平成２２年度以降、安全性を確保した上で段階的に）   

慢性的な渋滞への対策に関する指標 

観光立国推進基本計画（平成１９年６月２９日閣議決定）で定められた訪日外国人旅行者数等の目標 
【訪日外国旅行者数】 
実績値：６７９万人（平成２１年） → 目標値：１ ０００万人（平成２２年）

【開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間】 
実績値：約１３１万人・時／日（平成２０年度） → 目標値：約１割削減（約１１８万人・時／日）（平成２４年度）  

京都議定書目標達成計画（平成１７年４月２８日閣議決定（平成２０年３月２８日全部改定））で定められた２０１０年度の排出削減見込量等 
【運輸部門】実績値：約２４９百万t-CO2（平成１９年度） → 目標値：約２４０～２４３百万t-CO2（平成２２年度） 

 
社会資本の長寿命化・老朽化対策に関する指標 

実績値：６７９万人（平成２１年） 目標値：１，０００万人（平成２２年）

【全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率】       実績値：４１%（平成２０年度） → 目標値：概ね１００％（平成２４年度） 
【下水道施設の長寿命化計画策定率】          実績値：０%（平成１９年度）  → 目標値：１００％（平成２４年度） 
【河川管理施設の長寿命化率】               実績値：約１５％（平成２０年度） → 目標値：１００％（平成２４年度） 
【港湾施設の長寿命化計画策定率】            実施値：約１３％（平成２０年度）  → 目標値：約９７％（平成２４年度） 
【老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合】 実施値：約５１％（平成２０年度）  → 目標値：約６割（平成２４年度） ８ 



  厳しい財政状況の中で民間資金の活用を拡大し、真に必要な社会資本の新規投資及び維持管理を着実に

PPP／PFIの推進 

 インフラ整備や維持管理への民間資金・ノウハウの活用 

行っていくため、新たなPPP/PFI制度の構築を図るとともに、PPP/PFIの活用を推進する。 

【 事業例】 空港国際線地区 おける

旅客ターミナルビル 

PPP/PFIを推進するための制度面の改善
  コンセッション方式（＊）を新たに導入することや官民人材交流の円滑

化を含めて、PPP/PFIに係る共通制度の改善を図るとともに、公物管

理制度についても個別プロジェクトに対応した見直しを行い、特例を設
ける

【PFI事業例】羽田空港国際線地区における 
      ターミナル等の整備・運営 

ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPP/PFIの重点分野とプロジェクトの実施 
空港 港湾 鉄道 道路 下水道を重点分野として 自治体・企業から 貨物タ ミナル

＊コンセッション ： 施設の所有権を移転せず、民間事業者にインフラの事業 
           運営や開発に関する権利を長期間にわたって付与する方式 

  空港、港湾、鉄道、道路、下水道を重点分野として、自治体・企業から
事業提案を募集し、具体的なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを形成、実施。行政財産の商業
利用についても、経済の活性化を図る観点から積極的に支援する（イ
ンフラファンドの組成、案件形成のための支援策の創設等）。 

貨物ターミナル 

【PFI事業例】

エプロン 

 ・ コンセッション方式の活用（関空・伊丹、鉄道等） 
 ・ 港湾経営の民営化 
 ・ 老朽化したインフラへの対応等（道路空間のオープン化） 

先端的民間技術の活用（水ビジネス）

公営住宅 

【PFI事業例】
県営上安住宅整備事業 
（公営住宅の建替え） 

 ・ 先端的民間技術の活用（水ビジネス）
 ・ 行政財産の商業利用(河川空間のオープン化、都市公園にお

ける民間事業者の活用)                      等  

22年度：自治体・企業から上記新制度を前提とした提案を募集

事業地内に社会福祉施設、商
業施設等を整備 

22年度：自治体・企業から上記新制度を前提とした提案を募集
       新たなPPP/PFI制度（共通制度、公物管理制度、税制）の実現を推進 
23年度～：案件形成の支援を行うとともに、更なる制度改正を検討 

９ 



新たな技術を活用した社会資本整備 

ワイヤレス漏水量計 

橋脚の応答挙動より橋梁の被災度把握 

（国土交通省技術基本計画（平成20年4月）） １０ 


